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聖籠町訓令第２号 

聖籠町職員人事評価実施規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

平成２９年３月２７日 

聖籠町長 渡邊 廣吉   

聖籠町職員人事評価実施規程の一部を改正する訓令 

 聖籠町職員人事評価実施規程（平成２８年聖籠町訓令第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１１条第３項中「副町長、教育長、総務課長及び子ども教育課長」を「副

町長及び教育長」に改め、同条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項

を加える。 

４ 人事評価調整委員会は、第１項の規定による審査をしようとする場合にお

いては、必要に応じて、総務課長又は子ども教育課長の意見を求めることが

できる。 

附 則 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 


